
「健康長寿のまち・京都市民会議」規約 

 

（名称） 

第１条 本会は，「健康長寿のまち・京都市民会議（以下「市民会議」という。）」という。 

 

（目的） 

第２条 市民会議は，市民ひとりひとりの主体的，継続的な健康づくりの取組を，すべての市

民が参加する運動に広げることにより，京都市民の健康寿命を延伸し，限りなく平均寿命に

近づけ，誰もが年齢を重ねても地域の支え手として活躍できる活力ある地域社会「健康長寿

のまち・京都」を実現することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 市民会議は，前条の目的を達成するため，幅広い市民団体及び企業等がオール京都で

連携し，次の各号に掲げる取組等を通じて，幼少期から高齢期までのあらゆる世代を対象と

し，市民が主役となる健康づくりを推進する。 

 ⑴ 健康寿命の延伸に向けた機運の醸成に係る取組 

 ⑵ 多様な健康づくりの機会の創出に係る取組 

 ⑶ 市民の生涯を通じた健康の保持増進に係る関係機関，団体との情報の交換 

 ⑷ その他市民の健康の保持増進に係る取組 

 

（組織） 

第４条 市民会議は，幅広い市民団体や企業等により組織することとし，次条に規定する会員

団体及び第６条に規定する協賛団体をもって構成する。 

 

（会員団体） 

第５条 会員団体は，第２条の目的に賛同し，第３条の事業に取り組む団体等とする。 

２ 会員団体として入会しようとする者は，会長が別に定める入会申出書により会長に申し出

るものとし，理事会において了承を得るものとする。 

 

（協賛団体） 

第６条 協賛団体は，第２条の目的に賛同し，第３条の事業に取り組み又は協賛しようとする

企業又は学校等とする。 

２ 協賛団体は，第１６条の総会においては，同条第４項の議決に参画できないものとする。 

３ 協賛団体として入会しようとする者は，会長が別に定める入会申出書により会長に申し出

るものとし，理事会において了承を得るものとする。 

 



（会員団体及び協賛団体の退会） 

第７条 会員団体及び協賛団体は，会長が別に定める退会申出書を会長に提出して，退会する

ことができる。 

 

（会員団体及び協賛団体の資格喪失） 

第８条 会員団体及び協賛団体が，次の各号のいずれかに該当する場合は，理事会の議決によ

り，資格を喪失させることができる。この場合，その団体に対し，議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。 

 ⑴ 法令，この規約及び市民会議の目的並びに公序良俗に違反したとき。 

 ⑵ その他市民会議の名誉を傷つける行為をしたとき。 

 

（役員とその職務） 

第９条 市民会議に次の役員を置き，総会において選任する。 

 ⑴ 会長   １名 

 ⑵ 副会長 若干名 

 ⑶ 理事  １２名以内 

２ 会長は，市民会議を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは，会長があらか

じめ指名した順序によって，副会長がその職務を代理する。 

４ 役員は，理事会を構成し，市民会議の運営に係る方針等を決定する。 

 

（役員の選出方法） 

第１０条 理事を選出する団体は，総会において，会員団体の中から，互選により決定する。 

２ 理事を選出する団体は，自らの団体から理事を選出する。 

３ 会長は，理事会において，理事の中から選出し，総会の承認をもって決定する。 

４ 副会長は，理事会の同意のうえ，会長が指名し，総会の承認をもって決定する。 

 

（特別顧問） 

第１１条 市民会議には，特別顧問を置くことができる。 

２ 特別顧問は，「健康長寿のまち・京都」の取組及び市民会議そのものの情報発信に寄与す

るなど，第２条の目的の達成に寄与するに相応しい者の中から総会において選任する。 

３ 特別顧問は，総合的な見地から，市民会議の運営等に関し助言等をすることができる。 

 

（顧問） 

第１２条 市民会議には，顧問（アドバイザリースタッフ）を置くことができる。 

２ 顧問は，健康づくりに関して専門的な知識及び経験を有する者の中から総会において選任



する。 

３ 顧問は，専門的見地から，市民会議の運営等に関し助言等をすることができる。 

 

（任期等） 

第１３条 役員，特別顧問，顧問（以下「役員等」という。）の任期は，二年とする。ただし，

再選を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，後任の役員が選任されていない場合には，任期の末日後最初の

総会が終了するまで，その任期を延長する。 

３ 補欠のため，又は増員によって就任した役員の任期は，それぞれの前任者又は現任者の任

期の残存期間とする。 

 

（役員等の資格喪失） 

第１４条 役員等が次の各号のいずれかに該当する場合，総会の議決により，役員等の資格を

喪失させることができる。この場合，その役員等に対し，議決する前に弁明の機会を与えな

ければならない。 

 ⑴ 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

 ⑵ 法令，この規約及び職務上の義務並びに公序良俗に違反したとき。 

 ⑶ その他役員等としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（会議） 

第１５条 市民会議の会議は，総会，理事会及び専門部会とする。 

 

（総会） 

第１６条 総会は，会員団体をもって構成し，毎年度一回又は必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は，総会の会議の議長となる。 

３ 総会は，次の各号に掲げる事項を議決する。 

 ⑴ この規約の改正に関すること 

 ⑵ 役員等の選任に関すること 

⑶ 役員等の資格喪失に関すること 

 ⑷ 事業計画に関すること 

 ⑸ 事業報告に関すること 

 ⑹ その他市民会議の運営に関し重要な事項 

４ 総会は，会員団体の過半数の出席（委任状を提出した会員団体を含む。）がなければ，開

会することができない。 

５ 総会の議事は，出席した会員団体及び委任状を含む過半数でこれを決し，可否同数のとき

は，会長が裁決する。ただし，第３項第３号は，出席者の３分の２以上の議決を要する。 



６ 会長は必要に応じて総会に関係者の出席を求め，説明又は意見を聞くことができる。 

 

（理事会） 

第１７条 理事会は，役員をもって組織し，会長は理事会を代表する。 

２ 理事会は，毎年度２回又は必要に応じ理事会の代表が招集する。 

３ 理事会の代表は，理事会の会議の議長となる。 

４ 理事会において処理する事項は，次の各号に掲げる事項とする。 

 ⑴ 会員団体及び協賛団体の入退会に関すること 

⑵ 会員団体及び協賛団体の資格喪失に関すること 

 ⑶ 総会に付議する事項に関すること 

⑷ 総会が議決した事項の執行に関すること 

⑸ その他総会の議決を要しない市民会議会務の執行に関する事項 

５ 理事会は，役員の過半数の出席（委任状を提出した役員を含む。）がなければ，開会する

ことができない。 

６ 理事会の議事は，出席した役員及び委任状を含む過半数でこれを決し，可否同数のときは，

理事会の代表が裁決する。ただし，前項第２号は，出席者の３分の２以上の議決を要する。 

７ 会長により指名される副会長について，理事を選出する団体から理事以外の者が指名され

た場合，理事会での議決権が同じ団体で重複することとなるため，理事会での議決権は，副

会長又は理事のいずれか一方のみとする。 

８ 会長は必要に応じて理事会に関係者の出席を求め，説明又は意見を聞くことができる。 

 

（専門部会） 

第１８条 課題やテーマごとに応じた重点的な取組を企画，検討，実行するため，関係する会

員団体で構成する専門部会を設置する。 

２ 専門部会の設置及び運営に関することは，理事会で定める。 

 

（事務局） 

第１９条 市民会議の事務局は，京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画

課に置く。 

 

（その他） 

第２０条 この規約に定めるもののほか，市民会議の運営等に関して必要な事項については，

別に定める。 

 

附則 

 この規約は，平成２８年５月９日から実施する。 



附則 

 この規約は，平成２９年７月７日から実施する。 


